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金 沢 競 馬 場 厩 舎 及 び 宿 舎 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 二 十 七 日

石 川 県 知 事 谷 本

石 川 県 規 則 第 一 号

金 沢 競 馬 場 厩 舎 及 び 宿 舎 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

金 沢 競 馬 場 厩 舎 及 び 宿 舎 管 理 規 則 ( 昭 和 四 十 七 年 石 川 県 規 則 第 二 十 八 日 す ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 第 四 号 中 「 前 年 一 月 一 日 以 降 」 を 「 五 年 前 の 日 の 属 す る 年 度 に 属 す る 一 月 一 日 以 後 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 三 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 二 十 七 日

石 川 県 知 事 谷 本

石 川 県 規 則 第 二 号

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 九 号 )

月 七 日 と す る 。

の 施 行 期 日 は 、 平 成 二 十 七 年

石 川 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 二 十 七 日

石 川 県 知 事 谷 本

石 川 県 規 則 第 三 号

石 川 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 二 第 一 項 中 「 河 北 門 二 の 門 ( 以 下 「 菱 櫓 等 」 と い う 。 ) 」 を 「 橋 爪 門 二 の 門 ( 以 下 「 菱 櫓 等 」

び に 河 北 門 二 の 門 」 に 改 め る 。

別 表 金 沢 城 公 園 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。
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菱櫓 ・五十関長屋 ・ ( 菱櫓 ・五十関長屋 ・橋爪門続櫓 ・

橋爪門続櫓 ・橋爪門
切

橋爪門 入館券り

入館券
同唯
し

(区分￥
壷正

効

石 川 県 (区分￥ )石 川

備考 「区分」には、「大人」、「小人」又は「団体」の別を記入する。

右片には、菱櫓等の風景図等を入れる。
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石川県告示第72号

建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定(平成19年石川県告示第252号)の一部を次のように改

正する。

平成27年 2月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

2を削り、 3を2とし、 4を3とし、 5を4とし、 6を5とする。

附則

この告示は、平成27年4月 1日から施行する。

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 'f920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 'f921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076)292-2236


